
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１つの中心局と複数の小型地球局とから構成され衛星中継器を介し周波数多元接続方式の
通信用チャネルにより通信を行う衛星通信送信制御方式であって、
前記中心局は、 クロック信号に基づき前記小型地球局を制御／監視する
信号を共通チャネルで送信するための変調器を有し、前記小型地球局は、通信情報を変調
する変調器と、前記変調器の出力を中間周波数もしくは無線周波数の変調キャリアに変換
する局部発振器と、前記共通チャネルを介して受信した信号からクロック信号を再生して
出力する復調器と、電源投入後に前記復調器からのクロック信号を基準として、前記局部
発振器の周波数誤差を検出し、周波数誤差が予め設定した許容誤差範囲内に入るまで前記
変調キャリアの送出を停止する信号を生成する周波数比較器と、を有することを特徴とす
る衛星通信送信制御方式。
【請求項２】
前記小型地球局は、前記変調器の出力に前記局部発振器の出力を乗算するミキサーを備え
、前記周波数比較器により周波数誤差が予め設定した誤差範囲内に入るまで前記変調器の
出力を停止又は前記局部発振器の出力の前記ミキサーへの送出を停止することを特徴とす
る請求項１記載の衛星通信送信制御方式。
【請求項３】
前記小型地球局は、通信情報を変調する前記変調器に対する変調器用局部発振器を備え、
前記周波数比較器により周波数誤差が予め設定した誤差範囲内に入るまで前記変調器用局
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部発振器の出力の通信情報を変調する前記変調器への送出を停止することを特徴とする請
求項１記載の衛星通信送信制御方式。
【請求項４】
前記周波数比較器は、前記クロック信号を基準とする一定時間のゲート期間を規定するタ
イマーと、前記ゲート期間の前記局部発振器の出力を計数するカウンターと、前記カウン
ターの計数値と予め設定した許容誤差範囲とを比較する比較器とを備え、前記比較器の比
較結果、前記計数値が前記許容誤差範囲外である場合に前記変調器の出力を停止又は前記
局部発振器の出力の前記ミキサーへの送出を停止することを特徴とする請求項２又は３記
載の衛星通信送信制御方式。
【請求項５】
前記局部発振器は、温度補償型水晶発振器を源振とするシンセサイザーで構成され、前記
温度補償型水晶発振器の逓倍出力を出力とすることを特徴とする請求項１、２、３又は４
記載の衛星通信送信制御方式。
【請求項６】
１つの中心局から衛星中継器の共通チャネルを介して送信された クロッ
ク信号に基づく信号により制御／監視され、通信用チャネルにより通信する周波数多元接
続方式における小型地球局であって、
通信情報を変調する変調器と、前記変調器の出力を中間周波数もしくは無線周波数の変調
キャリアに変換する局部発振器と、前記共通チャネルを介して受信した信号からクロック
信号を再生して出力する復調器と、電源投入後に前記復調器からのクロック信号を基準と
して、前記局部発振器の周波数誤差を検出し、周波数誤差が予め設定した許容誤差範囲内
に入るまで前記変調キャリアの送出を停止する信号を生成する周波数比較器と、を有する
ことを特徴とする小型地球局。
【請求項７】
前記変調器の出力に前記局部発振器の出力を乗算するミキサーを備え、前記周波数比較器
により周波数誤差が予め設定した誤差範囲内に入るまで前記変調器の出力を停止又は前記
局部発振器の出力の前記ミキサーへの送出を停止することを特徴とする請求項６記載の小
型地球局。
【請求項８】
通信情報を変調する前記変調器に対する変調器用局部発振器を備え、前記周波数比較器に
より周波数誤差が予め設定した誤差範囲内に入るまで前記変調器用局部発振器の出力の通
信情報を変調する前記変調器への送出を停止することを特徴とする請求項６記載の

。
【請求項９】
前記周波数比較器は、前記クロック信号を基準とする一定時間のゲート期間を規定するタ
イマーと、前記ゲート期間の前記局部発振器の出力を計数するカウンターと、前記カウン
ターの計数値と予め設定した許容誤差範囲とを比較する比較器とを備え、前記比較器の比
較結果、前記計数値が前記許容誤差範囲外である場合に前記変調器の出力を停止又は前記
局部発振器の出力の前記ミキサーへの送出を停止することを特徴とする請求項７は８記載
の小型地球局。
【請求項１０】
前記局部発振器は、温度補償型水晶発振器を源振とするシンセサイザーで構成され、前記
温度補償型水晶発振器の逓倍出力を出力とすることを特徴とする請求項６、７、８又は９
記載の小型地球局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、ディジタル衛星通信システムに関し、１つの中心局と複数の小型地球局とから
なり、衛星中継器を介して周波数多元接続方式の通信を行うための衛星通信送信制御方式
及び小型地球局に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
１つの中心局と、複数の地球局とから構成されるディジタル衛星通信システムであって、
中心局と複数の地球局との間、もしくは複数の地球局同士が衛星中継器を介して変調キャ
リアを送受する周波数多元接続（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：以下、ＦＤＭＡともいう）方式の通信を行う衛星通信方式が知られ
ている。
【０００３】
このようなＦＤＭＡ方式による衛星通信方式では、衛星中継器の周波数軸上において隣接
する変調キャリア同士が互いに影響を及ぼさないように、各変調キャリアの中心周波数の
精度を充分高くすることが必要である。つまり、中心局及び複数の地球局は、変調キャリ
アの送出に当たって常に不安定な信号を送出しないことが要求される。
【０００４】
これは、図８（Ａ）に示すように複数の変調キャリアが衛星中継器に向けて発射されてい
る場合、各々の変調キャリアの中心周波数の精度がよい場合は問題は生じないが、ある変
調キャリアの中心周波数の誤差が大きい場合は、図８（Ｂ）に示すように隣接する変調キ
ャリアに妨害を与えるとともに自分のキャリアも悪い影響を受けることになるからである
。
【０００５】
ところで、従来より無線通信においては、送信装置側の送信制御方式として、送信装置の
電源投入時等に過渡的な不安定な送信信号が送出される虞があり、これを防止する送信制
御方式が知られている。
【０００６】
例えば、特公昭６０－０５９７７８号公報には、電源の投入時に、水晶発振回路からアン
テナまでの間で帰還による部分的な発振が生じて障害を起こすことを防止するために、ア
ンテナ側の回路の電源のみを遅延して投入するタイマー（電源オンタイマー）を設け、水
晶発振回路が立ち上がった後にアンテナから送信信号が送出されるように構成した無線送
信機が記載されている。また、特許第２９４４４８０号公報には、送信装置に制御部（Ｃ
ＰＵ）とハード制御部とパワーオンリセット回路（電源オンタイマー）を備え、電源投入
時に前記ハード制御部で送信出力を制御し、前記制御部（ＣＰＵ）が立ち上がった後は対
向する受信装置側からの受信レベルの情報により送信出力の制御を行うようにパワーオン
リセット回路（電源オンタイマー）により動作を切り換えるように構成した送信出力制御
方式が記載されている。
【０００７】
また、特開昭６４－００１３３５号公報には、送信機の電源投入時に基準周波数発振器を
備える自動位相制御回路（ＡＰＣ）の電圧制御発振器ＶＣＯが前記基準周波数発振器に基
づく中心周波数から離れた周波数から立ち上がっても受信側で雑音が発生しないように、
送信機のＡＰＣ内のデジタル位相比較器から発生するノイズを検出し、ノイズの発生が終
了してから所定時間後に送信機の出力側のスイッチをオンに制御する雑音発生防止回路付
送信機が記載されている。更に、特開平０９－１３５１７８号公報には、同様のＡＰＣ内
の位相検波器（位相比較器）の出力を監視し送信のオン／オフ切り換えを制御するアラー
ム検出回路と、パワーオンリセット回路（電源オンタイマー）を備え、電源立上時にパワ
ーオンリセット回路（電源オンタイマー）により送信のオン切り換えを禁止し、アラーム
検出回路の不安定動作による送信出力のばたつきを防ぐようにした送信出力制御方式が記
載されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
以上述べたように、１つの中心局と複数の地球局との間、もしくは複数の地球局同士が衛
星中継器を介して通信を行うディジタル衛星通信システムにおいては、各地球局等は衛星
中継器を介してＦＤＭＡ方式により通信を行うことから、互いに送信信号の周波数帯域が
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重複することなく送信することが必要であり、特に、電源投入時に不安定な送信信号が送
出されることを防止することが重要である。
【０００９】
例えば、地球局が超小型地球局（Ｖｅｒｙ　Ｓｍａｌｌ　Ａｐｅｒｔｕｒｅ　Ｔｅｒｍｉ
ｎａｌ）で構成されるような衛星通信システムでよく使用されているＫｕバンドの周波数
帯では、衛星に向かうアップリンクで１４．０ＧＨｚから１４．５ＧＨｚであり、変調キ
ャリアの送信周波数誤差が１ｐｐｍ（＝１×１０－ ６ ）とすると、これは１４ｋＨｚの誤
差になる。これは、広く使用されているＡＤＰＣＭ音声通信用ディジタル衛星通信の変調
速度３２ｋｂｐｓからなる変調キャリアでは無視できない値である。そして、このような
通信方式における許容される送信周波数の誤差である許容送信周波数誤差としては、概ね
±０．１ｐｐｍ以下程度が要求される。
【００１０】
ところが、地球局から発射される変調波の送信周波数の精度は、送信部にある送信周波数
変換装置（以下、Ｕ／Ｃ（アップコンバータ）という）に依存する。つまり、Ｕ／Ｃでは
局部発振器を持ち、これにより変調キャリアの送信中心周波数が決定される。
【００１１】
局部発振器はシンセサイザー式のＰＬＬ回路で構成されているため、数十ＭＨｚ（例えば
１０ＭＨｚ）の水晶発振器を源振として、これを逓倍して局部発振器として使用される（
例えば１０ＭＨｚ源振の場合は１，４００逓倍で１４ＧＨｚとなる）。このため源振に１
ｐｐｍの誤差があれば、そのまま逓倍されて局部発振器でも１ｐｐｍの誤差となって現れ
る。
【００１２】
従って、源振の精度が変調キャリアの送信中心周波数を左右するので、源振となる水晶発
振器は高精度を維持できるものでなくてはならない。
【００１３】
通常、高精度を維持できる水晶発振器として広く用いられるのは、ＯＣＸＯ（Ｏｖｅｎ　
Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）と呼ばれる温度補償型
水晶発振器（以下、ＯＣＸＯともいう）である。これは、内部に熱を発するヒーターを包
含し水晶振動子や水晶発振回路を安定した温度のオーブンに閉じ込め、非常に高い周波数
安定度を実現する恒温槽制御水晶発振器である。通常、ＯＣＸＯの精度は±０．００５ｐ
ｐｍ～±０．０１ｐｐｍ程度に維持できる。
【００１４】
ところが、ＯＣＸＯを起動する（回路に電源を入れる）時は、内部のオーブンが暖まり恒
温槽として安定した温度が得られるまでの周波数精度は非常に悪く、数十ｐｐｍにものぼ
る。また、安定した周波数が得られるようになるまでの立ち上がり時間は数分かかるのが
現状である。
【００１５】
即ち、電源を入れて安定した周波数が得られるようになるまでの数分間は、局部発振器で
あるＰＬＬの源振としては使用できないことになり、この間は送信信号を送出すると隣接
するキャリアとの干渉を起こすことになる。
【００１６】
図９は、電源の投入後のＯＣＸＯの発振周波数誤差の一例を示す図である。ここで横軸は
電源を入れてから経過した時間を示しており、縦軸は定格周波数との誤差を示している。
例えば、１０ｐｐｍの誤差があるときに変調キャリアを発射した場合、１４ＧＨｚ帯では
１４０ｋＨｚもずれた周波数に変調キャリアの中心周波数が移行してしまうために、隣接
するキャリアを妨害する。
【００１７】
一方、電源投入時に不正な信号の送信を防止するための従来の技術として、前述の公報記
載の送信制御方式が知られているが、前記特公昭６０－０５９７７８号公報記載の無線送
信機では、単に電源オン時に一定時間のみ送信をオフに制御する電源オンタイマーを使用
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する方式であり、何らかの障害により発振器が定常状態に達することができず本来の周波
数からの周波数誤差が大きい場合にも、一定時間後に送信が開始される制御方式であるか
ら、前記周波数多元接続の送信制御には適用不可能である。また、特許第２９４４４８０
号公報記載の送信出力制御方式は、相手受信局からの受信情報を利用するものの、利用す
る受信情報は受信レベルのみを問題として送信出力レベルを制御するものにすぎず、電源
オンタイマー動作後は、送信キャリアの中心周波数からの周波数誤差に関係なく送信信号
が出力され、例えば送信周波数を決定する発振器が故障して誤った周波数で発振していて
も時間がくれば誤った周波数で出力され、やはり前記周波数多元接続における送信制御に
は適用不可能である。
【００１８】
また、特開昭６４－００１３３５号公報、特開平０９－１３５１７８号公報記載の送信制
御においては、位相比較器の出力（ＡＰＣ電圧）を監視するように構成しているものの、
基準周波数発振器の周波数が規定の周波数からかなりの誤差、例えば、数十ｐｐｍ程度の
誤差があっても正常と判断されるものであり、このような制御方式を採用すると周波数誤
差の大きなキャリアが送信されてしまうという問題がある。
【００１９】
このように前記従来の技術は、１つの中心局と複数の超小型地球局とから構成されるディ
ジタル衛星通信システムであって、中心局と複数の超小型地球局、もしくは複数の超小型
地球局同士が衛星中継器を介して周波数多元接続方式で通信を行う場合における中心局の
変調器の送信制御に適用することはできないものであった。
【００２０】
勿論、衛星中継器において使用可能な占有帯域幅を広く設定すれば、各地球局の送信信号
の周波数誤差の影響を回避することが可能であるが、周波数の有効利用に反する上、経済
的にも不利であることは明らかである。
【００２１】
（発明の目的）
本発明の目的は、局部発振器の周波数が不安定となる電源立ち上げ時の時間帯に、変調キ
ャリアを発射しないようにすることが可能な衛星通信送信制御方式及び小型地球局を提供
することにある。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
本発明の衛星通信送信制御方式は、１つの中心局と複数の小型地球局とから構成され衛星
中継器を介し周波数多元接続方式の通信用チャネルにより通信を行う衛星通信送信制御方
式であって、前記中心局は、 クロック信号に基づき前記小型地球局を制
御／監視する信号を共通チャネルで送信するための変調器を有し、前記小型地球局は、通
信情報を変調する変調器と、前記変調器の出力を中間周波数もしくは無線周波数の変調キ
ャリアに変換する局部発振器と、前記共通チャネルを介して受信した信号からクロック信
号を再生して出力する復調器と、電源投入後に前記復調器からのクロック信号を基準とし
て、前記局部発振器の周波数誤差を検出し、周波数誤差が予め設定した許容誤差範囲内に
入るまで前記変調キャリアの送出を停止する信号を生成する周波数比較器と、を有するこ
とを特徴とする。
【００２３】
また、前記小型地球局は、前記変調器の出力に前記局部発振器の出力を乗算するミキサー
を備え、前記周波数比較器により周波数誤差が予め設定した誤差範囲内に入るまで前記変
調器の出力を停止又は前記局部発振器の出力の前記ミキサーへの送出を停止すること、又
は前記小型地球局は、通信情報を変調する前記変調器に対する変調器用局部発振器を備え
、前記周波数比較器により周波数誤差が予め設定した誤差範囲内に入るまで前記変調器用
局部発振器の出力の通信情報を変調する前記変調器への送出を停止すること、を特徴とし
、前記周波数比較器は、前記クロック信号を基準とする一定時間のゲート期間を規定する
タイマーと、前記ゲート期間の前記局部発振器の出力を計数するカウンターと、前記カウ
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ンターの計数値と予め設定した許容誤差範囲とを比較する比較器とを備え、前記比較器の
比較結果、前記計数値が前記許容誤差範囲外である場合に前記変調器の出力を停止又は前
記局部発振器の出力の前記ミキサーへの送出を停止することを特徴とする。
【００２４】
前記各衛星通信送信制御方式において、前記局部発振器は、温度補償型水晶発振器を源振
とするシンセサイザーで構成され、前記温度補償型水晶発振器の逓倍出力を出力とするこ
とを特徴とする。
【００２５】
本発明の小型地球局は、１つの中心局から衛星中継器の共通チャネルを介して送信された

クロック信号に基づく信号により制御／監視され、通信用チャネルによ
り通信する周波数多元接続方式における小型地球局であって、通信情報を変調する変調器
と、前記変調器の出力を中間周波数もしくは無線周波数の変調キャリアに変換する局部発
振器と、前記共通チャネルを介して受信した信号からクロック信号を再生して出力する復
調器と、電源投入後に前記復調器からのクロック信号を基準として、前記局部発振器の周
波数誤差を検出し、周波数誤差が予め設定した許容誤差範囲内に入るまで前記変調キャリ
アの送出を停止する信号を生成する周波数比較器と、を有することを特徴とする。
【００２６】
また、前記小型地球局は、前記変調器の出力に前記局部発振器の出力を乗算するミキサー
を備え、前記周波数比較器により周波数誤差が予め設定した誤差範囲内に入るまで前記変
調器の出力を停止又は前記局部発振器の出力の前記ミキサーへの送出を停止すること、又
は前記小型地球局は、通信情報を変調する前記変調器に対する変調器用局部発振器を備え
、前記周波数比較器により周波数誤差が予め設定した誤差範囲内に入るまで前記変調器用
局部発振器の出力の通信情報を変調する前記変調器への送出を停止すること、を特徴とし
、前記周波数比較器は、前記クロック信号を基準とする一定時間のゲート期間を規定する
タイマーと、前記ゲート期間の前記局部発振器の出力を計数するカウンターと、前記カウ
ンターの計数値と予め設定した許容誤差範囲とを比較する比較器とを備え、前記比較器の
比較結果、前記計数値が前記許容誤差範囲外である場合に前記変調器の出力を停止又は前
記局部発振器の出力の前記ミキサーへの送出を停止することを特徴とする。
【００２７】
また、前記各小型地球局において、前記局部発振器は、温度補償型水晶発振器を源振とす
るシンセサイザーで構成され、前記温度補償型水晶発振器の逓倍出力を出力とすることを
特徴とする。
【００２８】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の一実施の形態として、１つの中心局（以下、ＨＵＢ局という）と複数の超
小型地球局（ＶＳＡＴ；ｖｅｒｙ　ｓｍａｌｌ　ａｐｅｒｔｕｒｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ、
以下、ＶＳＡＴ局という）とから構成されるディジタル衛星通信システムの衛星通信送信
制御方式について図面を参照して以下詳細に説明する。
【００２９】
（構成の説明）
図１は、ＨＵＢ局と複数のＶＳＡＴ局を使用するディジタル衛星通信システムの構成及び
通信機能を示す概念図である。図１（ａ）に示すように、中継器を備える通信衛星（ＳＡ
Ｔ）、中央コンピュータや情報端末が接続されたＨＵＢ局（ＨＵＢ）及びパーソナル・コ
ンピュータ、電話機等の情報端末が接続された複数のＶＳＡＴ局（ＶＳＡＴ－Ａ、ＶＳＡ
Ｔ－Ｂ、…）とから構成され、ＨＵＢ局と複数のＶＳＡＴ局、もしくは複数のＶＳＡＴ局
同士が衛星中継器を介して周波数多元接続（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式の通信を行う。
【００３０】
このディジタル衛星通信システムでは、ＨＵＢ局から衛星通信に参加する全てのＶＳＡＴ
局を衛星中継器を介して制御／監視する共通チャネルのコモン・シグナリング・チャネル
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（以下、ＣＳＣという）回線とＶＳＡＴ局同士のデータ通信用の回線とが使用される。
【００３１】
共通チャネル（ＣＳＣ回線）は、複数の局が同一の周波数を時分割で使用して通信を行う
チャネルであり、ＴＤＭ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方
式やＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式、
スロット付きアロハ方式などを用いて通信が行われるチャネルである。
【００３２】
図１（ｂ）に示すように、共通チャネル（ＣＳＣ回線）は、ＨＵＢ局からＶＳＡＴ局への
下り回線（ＯＢ：Ｏｕｔ　Ｂｏｕｎｄ）と、ＶＳＡＴ局からＨＵＢ局への上り回線（ＩＢ
：Ｉｎ　Ｂｏｕｎｄ）とからなり、それぞれ異なる周波数帯域でユニークワード（ＵＷ）
によるフレーム構成の時分割方式の制御信号が送受信される。
【００３３】
ＶＳＡＴ局は、ＣＳＣ回線によりＨＵＢ局から制御／監視されるとともに、各ＶＳＡＴ局
はＶＳＡＴ局同士でＣＳＣ回線の周波数とは別の周波数でデータ通信用の互いに異なる周
波数帯域の回線を利用して変調キャリアを送受信し、ＦＤＭＡ方式の通信を行う。このた
めの通信制御の手順は以下のとおりである。
【００３４】
図１に示すように、▲１▼ＨＵＢ局は、常時ＣＳＣ回線の下り回線（ＯＢ）により、例え
ば、各ＶＳＡＴ局の診断（Ｈｅａｌｔｈ　Ｃｈｅｃｋ）制御、ＶＳＡＴ局からの要求によ
る回線割当制御等、ＶＳＡＴ局に対する監視／制御を行っている。▲２▼ここで、例えば
ＶＳＡＴ局ＶＳＡＴ－Ａは、ＶＳＡＴ局ＶＳＡＴ－Ｂに対する通信の要求が生じた場合、
ＣＳＣ回線の上り回線（ＩＢ）を介してＨＵＢ局に対してデータ通信用の回線の割り当て
を要求し、これに対しＨＵＢ局はＣＳＣ回線の下り回線（ＯＢ）によりＶＳＡＴ局ＶＳＡ
Ｔ－Ａ、ＶＳＡＴ－Ｂに対するそれぞれのデータ通信用の回線の割り当てを行う。▲３▼
ＶＳＡＴ局ＶＳＡＴ－Ａ、ＶＳＡＴ－Ｂは、ＨＵＢ局から割り当てられた、データ通信用
の異なる回線を使用してＶＳＡＴ局ＶＳＡＴ－Ａ、ＶＳＡＴ－Ｂの間で双方向通信を行う
。
【００３５】
以上の通信制御が確実かつ安定に実行できるようにするために、ＨＵＢ局にはＣＳＣ回線
に送信する制御信号の送信クロックを発生する非常に周波数精度が高い発振器を備え、電
源断などのない極めて安定した運転を行っている。
【００３６】
図２は、本実施の形態の衛星通信送信制御方式におけるＶＳＡＴ局の一構成例を示す図で
ある。同図に示すように、ＶＳＡＴ局は、通信情報を変調する変調器１と、変調器１の変
調波を導通または切断するスイッチ２と、スイッチ２からの変調波をＦＤＭＡ方式の搬送
波信号（変調キャリア）に周波数変換する送信周波数変換装置３と、ＨＵＢ局との間の送
受信を行うパラボラアンテナや高周波回路等からなるアンテナ及びＲＦ装置４と、ＨＵＢ
局からの変調キャリアを周波数変換する受信周波数変換装置５と、周波数変換された受信
信号の内、ＣＳＣ回線の信号を復調し受信クロックを出力する復調器６と、周波数比較器
７とから構成される。
【００３７】
変調器１は、当該ＶＳＡＴ局からの通信情報を変調して変調波を出力し、スイッチ２は、
周波数比較器７からの制御信号により導通／遮断し、前記変調波の前記送信周波数変換装
置３への入力を制御する。
【００３８】
前記送信周波数変換装置３は、スイッチ２を介して入力された変調波を当該ＶＳＡＴ局か
ら発射する搬送周波数まで上げるアップコンバータとして機能する。送信周波数変換装置
３は、局部発振器３２と、前記局部発振器３２の出力と前記変調波を乗算する周波数変換
用のミキサー３１とを備える。
【００３９】
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局部発振器３２は、水晶振動子を使用した源振（基準周波数発振器）としてのＯＣＸＯを
含むシンセサイザー式のＰＬＬ回路で構成され、前記ＯＣＸＯの出力周波数を逓倍した局
部信号を出力する。
【００４０】
前記受信周波数変換装置５は、アンテナ及びＲＦ装置４からの変調キャリアの周波数を復
調器６の動作周波数まで下げるダウンコンバータとしての機能を有し、復調器６はＣＳＣ
回線の信号を復調し受信クロックを出力する。
【００４１】
前記周波数比較器７は、ＣＳＣ回線から復調器６により再生された受信クロックの周波数
と、局部発振器３２の出力の周波数とを比較し、その誤差が決められた一定の周波数の誤
差範囲内であれば前記スイッチ２を導通して変調波を通過させ、前記周波数誤差範囲外な
らば前記スイッチ２を非導通として変調波の通過を遮断するための制御信号を出力する。
【００４２】
図３は、本実施の形態の衛星通信送信制御方式におけるＨＵＢ局の一構成例を示す図であ
る。同図に示すようにＨＵＢ局は、変調器９と、送信クロックを生成する高安定な発振器
８と、送信周波数変換装置１０と、アンテナ及びＲＦ装置１１とで構成される。
【００４３】
変調器９は各ＶＳＡＴ局を制御／監視するＣＳＣ回線の制御信号等の送信用変調器であり
、前記制御信号等は発振器８からの非常に高精度な周波数の送信クロックに基づいて生成
される。また、送信周波数変換装置１０は、前記制御信号等の変調波をＨＵＢ局から発射
する変調キャリアの搬送周波数まで上げるアップコンバータとしての機能を有し、アンテ
ナ及びＲＦ装置１１は各ＶＳＡＴ局との間での送受信機能を有する。
【００４４】
図４は、ＶＳＡＴ局の局部発振器３２の具体的構成の一例を示す図である。ＯＣＸＯ３２
１と、その出力を分周する１／ｍ分周器（ｍ：正の整数）３２２と、電圧制御発振器（Ｖ
ＣＯ）３２３と、その出力を分周する１／ｎ分周器（ｎ：正の整数）３２４と、前記分周
器の各出力の位相を比較する位相比較器３２５と、前記位相比較器３２５からの位相誤差
信号の低周波成分を抽出する低域通過フィルタ（Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）と、
前記低周波信号を増幅するループ増幅器３２７とからなるＰＬＬ回路構成を有する。
【００４５】
図５は、ＶＳＡＴ局の周波数比較器７の具体的構成の一例を示す図である。許容誤差範囲
設定器２１と、比較器２２と、タイマー２３と、ゲート２４と、カウンター２５とから構
成される。許容誤差範囲設定器２１は、周波数誤差の範囲を設定する設定器であり、タイ
マー２３は受信クロックにより規定される一定時間の間、ゲート２４を導通させるタイマ
ーである。カウンター２５は前記一定時間の間の局部発振器３２の出力を計数する計数器
であり、比較器２２は、カウンター２５の計数値が許容誤差範囲設定器２１に予め設定さ
れた設定値の範囲内か否かにより前記制御信号を出力する。
【００４６】
（動作の説明）
次に、本実施の形態の衛星通信送信制御方式のＶＳＡＴ局の電源投入による始動時の動作
について、以下説明する。
【００４７】
図２に示すＶＳＡＴ局は、当初電源が入っておらず、衛星中継器を介するディジタル衛星
通信システムの通信がコールドスタンバイ状態にあるとし、当該ＶＳＡＴ局のスイッチ２
は切断状態にある。ここで、ＶＳＡＴ局の装置に電源を投入すると、電源投入によりスイ
ッチ２は切断状態で立ち上がる。また、図４に示すＯＣＸＯ３２１を基準周波数発振器と
するＰＬＬ回路で構成した局部発振器３２にも電源が投入され、ＶＳＡＴ局の起動が開始
する。
【００４８】
ＰＬＬ回路は、ＯＣＸＯ３２１の出力を１／ｍ分周した出力信号と電圧制御発振器３２３
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の出力信号との位相差が位相比較器３２５の特性により決定される所定位相差、典型的に
はゼロ位相差になるように、低周波通過フィルタ３２６の出力のループ利得増幅器３２７
を介する誤差信号により前記電圧制御発振器３２３を制御する原理により、電圧制御発振
器３２３の発振出力の周波数（ｆｖｃｏ）を、ＯＣＸＯ３２１の基準発振周波数（ｆｒｅ
ｆ）のｎ／ｍ倍（ｎ／ｍ＞＞１）した逓倍出力（ｆｖｃｏ＝ｎ／ｍ・ｆｒｅｆ）を局部信
号として出力する。
【００４９】
ここでＯＣＸＯ３２１の出力周波数は、電源投入直後はその発振周波数精度が低く、発振
周波数が規定値に安定化するまでは一定の時間を要する。これは特にＯＣＸＯでは、電源
の投入後、内部のオーブンが暖まり恒温槽として安定した温度に落ち着くまで周波数精度
は不安定であり、周波数誤差が大きいので、これを基準周波数発振器とするＰＬＬ回路で
なる局部発振器では送信周波数を決めるその中心周波数も誤差が大きい。例えば、電源投
入後のＯＣＸＯの周波数精度は、数十ｐｐｍ程度にまで低下する虞があり、その間の電圧
制御発振器３２３の発振出力の周波数（ｆｖｃｏ）は、（ｎ／ｍ）×数十ｐｐｍ程度と周
波数誤差の度合いも拡大する。
【００５０】
一方、ＶＳＡＴ局の復調器６は、通常、ＨＵＢ局から送られているＣＳＣ回線を受信する
ように設定されており、電源が入った直後からＣＳＣ回線の受信動作が開始される。前述
のごとくＣＳＣ回線のクロックは極めて高い周波数精度の発振器により規定されており、
高安定な制御信号が送信されており、これを復調再生した受信クロックもまた、高精度な
周波数を有するクロックとなる。
【００５１】
周波数比較器７では、復調器６からの高精度な受信クロックをリファレンス（基準クロッ
ク）として、局部発振器３２の局部信号の周波数を比較しその周波数誤差を検出し、前記
スイッチ２に対する制御信号を出力する。つまり、周波数比較器７は、周波数誤差が所定
の決められた範囲内であればスイッチ２を導通させ、同範囲外であればスイッチ２を遮断
する制御信号を出力する。
【００５２】
前述のように電源投入直後はＯＣＸＯ３２１の周波数誤差は大きく、その逓倍した局部信
号の周波数誤差は大きいので、周波数比較器７の比較結果は前記誤差範囲外となり、電源
投入時に遮断状態にあるスイッチ２は、周波数比較器７の比較結果に基づいて依然として
遮断状態を維持するように制御され、変調器１から送信周波数変換装置３への変調波は遮
断される。
【００５３】
その後、局部信号の周波数誤差が小さくなり局部信号の周波数誤差が前記誤差範囲内に入
ると周波数比較器７の比較結果が切り替わりスイッチ２は導通するように制御され、変調
器１からの変調波が送信周波数変換装置３に入力される。送信周波数変換装置３では、ミ
キサー３１において変調波が局部信号と乗算され中間周波信号あるいは無線周波数信号に
周波数変換され、最終的に高い精度の中心周波数を有する変調キャリアがアンテナ／ＲＦ
装置４に出力され、アンテナから送信される。
【００５４】
以上の構成、動作により、ＶＳＡＴ局が電源の投入により起動し、適宜通信に参加したと
しても、起動時に不安定な変調キャリアが送信されないので、干渉による影響を相互に生
起することはなく、各ＶＳＡＴ局同士でＴＤＭＡ方式の通信用チャネルを介する正常な通
信の継続及び開始が可能となる。
【００５５】
次に、図５を参照して周波数比較器における動作について説明する。同図の周波数比較器
は、受信クロックの繰り返し周波数により決まる一定期間の局部信号を計数することによ
り、両者の周波数の偏差を判断する原理に基づくものである。つまり、タイマー２３は周
波数の精度の高い受信クロックを基準として、一定時間のパルス信号を出力しこのパルス
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期間のみゲート２４を導通させ、カウンター２５は局部発振器３２からの局部信号を前記
パルス期間に計数する。比較器２２はカウンター２５の前記期間の計数値が許容誤差範囲
設定器２１に予め設定された上限及び下限等の設定値の範囲内にあるか否を判断し、制御
信号を出力する。具体的な数値例で説明すると以下のとおりである。
【００５６】
例えば、パルス信号の一定時間を１秒とすると、前記タイマー２３は、受信クロックが３
５ｋＨｚであれば受信クロック３５，０００個を計数することにより、また、受信クロッ
クが１２８ｋＨｚであれば受信クロック１２８，００個を計数することにより１秒幅の前
記パルス信号を出力することが可能である。
【００５７】
この１秒間、ゲート２４を導通させ、被測定信号である局部発振器の出力をカウンターで
計数する。ＯＣＸＯのクロックの公称周波数が１０ＭＨｚならば、１秒後のカウンターの
計数値は１０，０００，０００を示すはずであり、これが１０，０００，００１であった
ならばその誤差は１×１０－ ７ である。
【００５８】
測定された周波数誤差と許容誤差範囲設定器２１に予め設定されている許容誤差範囲とが
比較され、最終的に周波数比較器の出力が生成される。例えば比較器２２では、許容誤差
範囲設定器２１に設定した周波数誤差範囲±α×１０－ ７ 等と比較し、その範囲内か範囲
外か比較し、周波数比較器出力として前記制御信号を出力する。電源投入後においてこの
ような周波数誤差の検出動作を繰り返し、局部発振器の周波数が次第に安定し前記範囲内
になるとスイッチ２が導通し、所定の送信動作が開始される。
【００５９】
タイマー２３として、２進カウンタ（リップルカウンター等）を使用しその所定カウンタ
段から受信クロックのデューティ５０％の分周出力を生成して出力するように構成するこ
とにより、前記周波数誤差の検出動作の繰り返しを可能とするパルス信号を出力すること
ができる。なお、基準となるタイマーの時間は適宜変更可能であり、この時間を長くする
ことにより周波数誤差の測定精度を向上することが可能である。
【００６０】
（他の実施の形態）
以上説明した実施の形態において、不安定な変調キャリアの送出を防止する手段として変
調器の出力側にスイッチを設けた構成を採用した例を説明したが、このような手段として
各種の変形が可能である。つまり、変調器の出力側にスイッチを設ける代わりに、実質的
にアンテナ／ＲＦ装置４への変調キャリアの出力を停止する手段を設ける構成を採用する
ことが可能である。
【００６１】
図６、図７は、変調キャリアの送出を停止するための他の具体的手段を示す図である。図
６に示す実施の形態では、送信周波数変換装置３からアンテナ／ＲＦ装置４への変調キャ
リアの停止手段として、局部発振器３２からミキサー３１に至る局部信号の信号路にスイ
ッチ１２を設け周波数比較器７の出力により局部信号のオン／オフ制御を行う構成とした
ものであり、図７に示す実施の形態では、ベースバンドの通信情報を変調する変調器１に
通常設けられる変調器用局部発振器１３の出力にスイッチ１４を設けて、該スイッチ１４
を周波数比較器７の出力により中間周波数の局部発振信号のオン／オフ制御を行う構成と
したものである。
【００６２】
更に変調キャリアの送出を停止する手段として、送信周波数変換装置３とアンテナ／ＲＦ
装置４との間に変調キャリアをオン／オフ制御するスイッチを設ける構成とすることが可
能であり、これらの少なくとも２つの組み合わせとすることができる。要するに変調キャ
リア自体を停波できる機能を持たせることにより実現することが可能である。
【００６３】
また、変調キャリアの停止期間に関連して、ＦＤＭＡ方式の中心周波数の許容周波数誤差
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が大きければ誤差範囲を広く設定してもよいので、周波数比較器に設定される許容誤差範
囲を自由に設定できる構成とすることにより、ＦＤＭＡ方式の中心周波数の許容周波数誤
差に応じて、変調キャリアを出力できるようになるまでの時間を可変にすることが可能で
ある。
【００６４】
【発明の効果】
本発明によれば、制御・監視用の共通チャネルを介して中心局から受信される信号から得
られる安定したクロック信号に基づき、小型地球局が電源投入直後からの局部発振器の周
波数変動に起因する不安定な変調キャリアの送信を阻止することを可能としているから、
変調キャリアを出力する衛星中継器の占有帯域幅を広く設定する必要がないため、周波数
帯域の有効利用を図ることが可能である。また、隣接する変調キャリアに妨害を与えるこ
とも防ぐことが可能である。
【００６５】
本発明は、局部発振器の出力を安定な基準クロックとの絶対比較を行って変調キャリアの
送信を制御するものであることから、所定の周波数誤差範囲内になれば直ちに変調キャリ
アを送信されることになり、電源オン時からタイマーを働かせて一定時間後に変調キャリ
アを送出する方法と比較して、出力周波数を決定する発振器の故障により誤った周波数で
発振していても検出できず送信されるようなことはないだけでなく、出力周波数が正常に
なっても送信が阻止されるようなこともないという極めて顕著な効果を奏するも である
。
【００６６】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＨＵＢ局と複数のＶＳＡＴ局からなるディジタル衛星通信システムの構
成及び通信機能を示す概念図である。
【図２】本実施の形態の衛星通信送信制御方式におけるＶＳＡＴ局の一構成例を示す図で
ある。
【図３】本実施の形態の衛星通信送信制御方式におけるＨＵＢ局の一構成例を示す図であ
る。
【図４】ＶＳＡＴ局の局部発振器３２の具体的構成の一例を示す図である。
【図５】ＶＳＡＴ局の周波数比較器７の具体的構成の一例を示す図である。
【図６】変調キャリアの送出を停止するための他の例を示す図である。
【図７】変調キャリアの送出を停止するための更に他の例を示す図である。
【図８】ＦＤＭＡ方式の変調キャリアの周波数配置の一例を示す図である。
【図９】電源の投入後のＯＣＸＯの発振周波数誤差の一例を示す図である。
【符号の説明】
１、９　変調器
２、１２、１４　スイッチ
３、１０　送信周波数変換装置
４、１１　アンテナ／ＲＦ装置
５　受信周波数変換装置
６　復調器
７　周波数比較器
８　高安定発振器
１３　変調器用局部発振器
３１　ミキサー
３２　局部発振器
２１　許容誤差範囲設定器
２２　比較器
２３　タイマー
２４　ゲート
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２５　カウンター
３２１　温度補償型水晶発振器（ＯＣＸＯ）
３２２、３２４　分周器
３２３　電圧制御発振器（ＶＣＯ）
３２５　位相比較器
３２６　低域通過フィルタ
３２７　ループ利得増幅器

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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